
保険期間：1年

25TX-005454 2026年1月

*1 保険期間が１年の場合に限ります(保険の対象が建物の場合は築年数が１年以上の場合に限ります｡)｡防衛省の大口団体扱割引10％は､保険期間の
始期日が2026年3月1日から2027年2月28日までの契約に適用されます｡割引率は､団体の契約件数により毎年見直されます｡団体扱一時払は一般
契約一時払に比べて5％割安です｡団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからないので約5％割安となります｡上記割引率は､次のとおり､
大口団体扱割引等を連算して算出しております｡なお､大口団体扱割引および団体扱一時払の5%割引は地震保険には適用されません｡
一時払の場合：１ー｛(１ー大口団体扱割引･10％)×(１ー団体扱一時払割引分･５％)｝
分割払の場合：１ー｛(１ー大口団体扱割引･10％)÷(１＋一般契約分割割増分･５％)｝

※マンションタイプは補償の有無をご選択いただけます｡

*2 ｢融雪水の漏入もしくは凍結､融雪
洪水または除雪作業による事故｣を
除きます｡

*3 給排水設備に生じた
事故による水濡れ､
または他の戸室で生
じた事故による水濡
れをいいます｡

ぬ

ぬ
*4 床上浸水､地盤面より45㎝を超え
る浸水､または損害割合が30％以
上の場合をいいます｡

◎：必ずセットされる補償です｡ ○：補償の有無をご選択いただけます｡

※

※ご指定の口座から引き落しいたします｡



｢トータルアシスト住まいの保険｣は､住まいの保険および地震保険のペットネームです｡このチラシはトータルアシスト住まいの保険(団体扱)の
概要についてご紹介したものです｡ご契約にあたっては､必ず｢重要事項説明書｣をよくお読みください｡また詳しい補償内容については｢ご契約の
しおり(約款)｣に記載していますので､必要に応じて東京海上日動のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)でご参照いただくか､代理店
または東京海上日動にご請求ください｡ご不明な点等がある場合は､代理店または東京海上日動までお問い合わせください｡

東京海上日動火災保険株式会社

TEL：
公務第一部公務第二課

(受付時間：平日9:00～17:00)

※保険期間が2年～5年の場合については､代理店までお問い合わせください｡

地震保険
保険金額の

100％【時価が限度】

60％【時価の60％が限度】

30％【時価の30％が限度】

5％【時価の5％が限度】

※実際の修理費ではなく､地震保険金額の
一定割合を保険金としてお支払いします｡

※2019‐2023年度住まいの保険(充実タイプ)
事故件数割合

※団体扱の対象となる方の範囲(契約者･被保険者)や団体扱特約失効時の取扱いについては､代理店までお問い合わせください｡


